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開会宣言
　保田議長、定刻、代議員会の開会を告げ、会長

の挨拶を求める。

会長挨拶
河村会長　本日はお暑い中、お集まりいただきま

して誠にありがとうござい

ます。また、常日頃より本

会の会務運営に対してご協

力いただいておりますこと

に対して、お礼申し上げま

す。

　本日の議案ですが報告事項として平成 28年度

の事業報告がございます。また、議決事項として

平成 28年度決算、平成 30年度の会費賦課徴収、

入会金、平成 30年度役員等の報酬について上程

しておりますので、ご承認賜りますようよろしく

お願いいたします。

　さて、政府は６月９日に「骨太の方針」の中で

社会保障費を 5,000 億円増額し、その範囲内で

予算編成をという方針のようであります。来年度

に向けて 6か年計画のものが多数あり、特に来

年度は診療報酬・介護報酬の同時改定、６年計画

の医療計画と介護保険計画がスタートします。ま

た、新専門医制度につきましては、基本領域の研

修が始まります。後程改めて述べますが、これら

につきまして、日医としては現場の目線で考えて

対応していく方針とのことです。

　われわれは地域でどのように活動できるか、そ

の場をどこに求めるかということが一番大切だと

思っており、みなさんと考えながら前に進んでい

きたいと思いますので、よろしくお願いいたしま

す。

来賓挨拶
山口県知事（山口県健康福祉部　岡 部長 代読）

　山口県医師会定例代議員

会の開催に当たり、一言ご

挨拶を申し上げます。

　山口県医師会の皆様方に

は平素から、保健医療行政

をはじめ県政全般にわた

り、格別のご理解、ご協力をいただいております

ことに対し、厚くお礼申し上げます。

　さて、本格的な少子高齢社会を迎える中、私は、

将来にわたって元気な山口県を創っていくため、

「未来開拓チャレンジプラン」に基づく、新たな

県づくりの取組みを進めているところであり、計

画期間の最終年度となる今年度は、プランの目標

達成を確実に成し遂げなければならない重要な年

であると考えています。

　とりわけ、一人ひとりの命が大切にされ不安な

く暮らせることは県民生活の基本であり、生涯を

通じて健康で安心して暮らすことができるよう、
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医師、看護師等の確保や医療機能の分化・連携の

推進等をチャレンジプランの重点プロジェクトに

位置づけ、地域医療の充実に向けて、積極的に取

り組んでいるところです。

　さらに、本年度は、本県の保健医療福祉の施策

推進の基本となります山口県保健医療計画を改定

することとしており、計画に掲げる 5疾病、5事

業及び在宅医療について、地域の医療機関との連

携による医療提供体制の構築を引き続き推進して

まいりたいと考えております。

　こうした施策の実現に向けては、地域医療の充

実に中心的な役割を果たされている県医師会の皆

様方のお力添えが不可欠と考えておりますので、

今後とも一層のご支援、ご協力を賜りますようお

願い申し上げます。

　終わりに、山口県医師会の今後ますますのご発

展と、本日ご参会の皆様方のご健勝、ご活躍を心

から祈念いたしまして、ご挨拶といたします。

人員点呼
　保田議長、出席代議員の確認を求める。

　事務局、確認の上、代議員定数 62名、出席代

議員 55名であることを報告。

　議長、定款第 25条に基づく定足数を充たして

いることから会議の成立を告げる。

議事録署名議員の指名
　保田議長、議事録署名議員に次の 2名を指名。

　　津永　長門　（徳山）

　　山本　一成　（防府）

出席者

岩 国 市

宇 部 市

下 関 市

下 関 市

下 関 市

下 関 市

下 関 市

下 関 市

下 関 市

下 関 市

熊 毛 郡

吉　 南

吉 南

山 口 市

山 口 市

山 口 市

山 口 市

山 口 市

大 島 郡

玖 珂

玖 珂

徳 山

保田　浩平

猪熊　哲彦

木下　　毅

赤司　和彦 

飴山　　晶

石川　　豊 

堀地　義広 

野村　茂治

綾目　秀夫 

髙崎　彰久

斉藤　良明

西田　一也

小川　清吾

淵上　泰敬 

成重　隆博 

近藤　　修 

田村　博子

佐々木映子

嶋元　　徹 

藤政　篤志

山下　秀治

津田　廣文

徳 山

徳 山

徳 山

徳 山

徳 山

長 門 市

長 門 市

萩 市

萩 市

防 府

防 府

防 府

防 府

防 府

小 野 田

小 野 田

光 市

光 市

美 祢 市

岩 国 市

岩 国 市

柳 井

津永　長門

髙木　　昭

小野　　薫

森松　光紀

石田　高康

友近　康明 

宮尾　雅之

中嶋　　薫

河野　通裕

神徳　眞也 

山本　一成

木村　正統

村田　　敦

御江慎一郎

西村　公一

藤村　嘉彦

竹中　博昭

藤田　敏明

藤村　　寛

小林　元壯

大島　眞理

前濱　修爾

柳 井

下 松

下 松

厚 狭 郡

美 祢 郡

宇 部 市

宇 部 市

宇 部 市

宇 部 市

宇 部 市

宇 部 市

弘田　直樹

宮本　正樹 

山下　弘己

河村　芳高

坂井　久憲 

矢野　忠生

綿田　敏孝 

西垣内一哉

黒川　　泰

内田　悦慈

森谷浩四郎 

会 長

副 会 長

副 会 長

専務理事

常任理事

常任理事

常任理事

常任理事

常任理事

常任理事

理　　事

理 事

理 事

理 事

理 事

理 事

理 事

監 事

監 事

監 事

広報委員

河村　康明 

吉本　正博

濱本　史明

林　　弘人

弘山　直滋

萬　　忠雄

加藤　智栄

藤本　俊文

今村　孝子

沖中　芳彦

白澤　文吾

香田　和宏

中村　　洋

清水　　暢

舩津　浩彦

前川　恭子

山下　哲男

藤野　俊夫

篠原　照男

岡田　和好

堀　　哲二

代議員 県医師会
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会務報告
河村会長　5 月 16 日に開催された平成 29 年度
第１回都道府県医師会長協議会について報告す

る。従来は各県から議題を提出していろいろ討論

していたが、今回は日医がテーマを「新たな専門

医の仕組みづくり」「地域医療構想を含む第 7次

医療計画」の 2つに絞って討論する方式をとり、

それらに対して各県から質問等がなされた。

　冒頭、横倉会長は挨拶の中で、診療報酬・介護

報酬の同時改定、医療介護保険計画の 6年間の

スタート、専門医制度については基本領域におけ

る研修が始まるが、それらに対して日医は現場感

覚を持って対応すると述べられた。専門医とかか

りつけ医は明確に分けるべきである、専門医に関

しては学術的なもので現場の感覚はかかりつけ医

であり、医師の配置についてはプロフェッショナ

ルオートノミーで政府にはやらせないという方針

を持っており、第 7次医療計画については、ま

ずは患者さんに一番対応している地域医師会の先

生方の働きが重要性をもつとのことであった。

　専門医制度についての討論では、一番の着眼点、

守らなくてはいけないのは医師の配置、機能だと

思うが、この専門医の資格がすべての医師に必要

であるわけではなく、却って総合診療医の資格を

持つことによって中小病院がなかなか立ち行かな

くなるのではないかとの意見があった。また、女

性医師に考慮したカリキュラムを作ってほしい、

出産・育児に携わるとなかなか連続的な事業はで

きないといった意見があった。さらに、市中病院

も重要な研修病院との位置付けであるということ

も言われた。

　研修に関する給与の問題など多数の質問があっ

たが、選抜試験で不合格、ミスマッチングがあっ

た時に、その人たちをどうするかという問題につ

いては、東京、神奈川、愛知、大阪、福岡は大学

も研修に関しては過去5年間の平均をまずは原則

的に考え医師の配置、偏在性をなくすということ

であった。共通講習（医療安全、感染対策、医療

倫理）については各都道府県医師会で積極的に取

り組んでほしいとのことだった。サブスペシャリ

ティについては、本来の一階部分から外れてなか

なか難しい部分があるが、よく検討されなくては

いけないのが内視鏡や超音波の技能検定をどうす

るか、専門医を多数持っている学会を今後どれだ

けに絞るかといったことである。なお、専門医を

取得する金額について日医はなるべく少なくした

いとの考えであるとのことであった。

　第 7次医療計画については、社会保障審議会

等で論じられているが、機能分化と連携が報酬だ

けで決められても困るという問題がある。在宅医

療については新たなサービスとしてもいろいろな

質や量の検討が必要であり、診療報酬との関連も

ある。新公立病院改革ガイドライン、それから新

類型の介護医療院をどうするかということが問題

である。地域包括ケアシステムについては高齢者

だけでなく、今後は障害を持った子どもや若年者

も加わっていくということである。５疾病５事業

＋在宅医療ということがなされるが、基本的には

フレイル対策、東京オリンピックでも問題になる

喫煙対策、病床数を決める方法、これは厚労省が

勝手にモデルをつくってやるわけだが、かなり現

実離れしているのではないかということが指摘さ

れている。既に全国で検討されており、調整会議

の段階に入っているので各郡市の先生方には積極

的にこの会議に参加していただきたいとのことで

あった。

※詳細については『日医ニュース』第 1338 号

　を参照。

議事（報告事項）
報告第 1号　平成 28 年度山口県医師会事業報
告の件
吉本副会長　平成 28 年度中に 34 名の会員がご

逝去された。

―全員起立、黙祷を捧げる

生涯教育

　第 99 回の山口県医学会総

会は下関市医師会の引き受けで行われた。午後の

市民公開講座では、さかなクンをお招きし、雨模

様にもかかわらず、会場のイベントホールは立ち

見客が出るほど多数の参加者があった。

　生涯研修セミナーは例年通り 4回開催し、臨
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床のみならず「医事紛争と医療安全」、「医学教育

の現状と課題」などの幅広いテーマを取り上げた。

また、勤務医部会の企画で、専門医共通講習「医

療安全」の単位を取得できるようにした。

　日医が平成 28年度からスタートさせた「かか

りつけ医機能研修制度」の応用研修を 2回開催

した。また、3年ぶりに HIV 医療講習会も開催

した。

医療・介護保険

　平成 28 年度の診療報酬は本体部分プラス

0.49% の改定となり、医科はプラス 0.56% となっ

たが、薬価・材料価格がマイナス 1.33% となり、

全体としてはマイナス 0.84% のマイナス改定と

なった。特定疾患療養管理料、在宅自己注射指導

管理料の取扱いが現状に即したものとなったこと

は評価できる。平成 30年度に予定されている診

療報酬・介護報酬同時改定に向け、郡市医師会保

険担当理事協議会や社保国保審査委員との協議会

等で多数の意見をいただいた。これら提出された

意見を、今後も積極的に日医に進言していくよう

努めていく。平成 27年度同様、認知症関連の研

修会、地域包括診療加算・地域包括診療料に係る

研修会等を開催した。

地域医療

　平成 27年度から各圏域の策定協議会で検討さ

れてきた「地域医療構想」が、県医療審議会の審

議を経て平成 28 年 7 月に策定された。その後、

各圏域で「地域医療調整会議」が設置、開催され

た。県医師会はオブザーバーとして調整会議に参

加し、協議状況や課題等の把握に努め、地域医療

計画委員会や郡市医師会地域医療担当理事協議会

等において、全県的な課題や進捗状況等について

意見交換を行った。

　小児救急医療電話相談事業は、小児科医会の協

力により19時～23時までを県医師会が、23時～

翌朝 8時までを民間業者が行っている。相談件

数は年々増加しており、電話相談員のスキルアッ

プを図るために、実技を交えた研修会を実施した。

　平成 28年 4月に発生した熊本地震では、県知

事からの派遣要請に応じて3チームのJMATチー

ムが出動した。また、その活動経験を踏まえ、本

県が被災したとの想定で「JMAT やまぐち」災害

医療研修会を開催した。

　県医師会では「地域包括ケア（在宅医療・介護

連携）推進」ワーキングチームを立ち上げるとと

もに、郡市医師会の地域包括ケアシステム構築へ

の取組みを支援するために、費用助成を行うこと

とし、平成 28 年度から 29 年度にかけて実施し

ている。

　平成 30年度の全国有床診療所連絡協議会総会

を山口県医師会が引き受けることになり、その準

備作業に取りかかった。

地域保健

　平成 28 年 10 月から B型肝炎が定期予防接種

に加わり、郡市医師会や市町の行政と連携し、そ

の円滑な実施に努めた。学校保健関係では、新た

に「新任学校医の手引き」を作成した。また、平

成 28年 4月から学校健康診断に追加された「四

肢の状態」に関するアンケート調査を実施すると

ともに、その結果を報告した。

　糖尿病対策として、従来から実施している「山

口県糖尿病療養指導士講習会」を4回、レベルアッ

プ講習会を 1回開催した。

　平成 28年度の健康教育テキスト「腰部脊椎管

狭窄症」の内容検討、発刊を行い、また、平成

29 年度に開催予定の「山口禁煙フォーラム」の

企画・内容の検討を行った。

広報・情報

　医師会報については誌面の刷新するとともに、

記事やコーナーの充実をより一層図った。対外広

報活動としては、平成 28 年 11 月に県民公開講

座「走快人生 はしって健康」を開催し、講師と

してメキシコ・オリンピック銀メダリストの君原

健二 氏をお招きした。また、「県民の健康と医療

を考える会」の主催で平成 28 年 12 月に県民公

開講座「学ぼう、自らを守ることを！」も開催し

た。平成 29 年 1 月には 2 年に 1 回の花粉症対

策セミナーを開催した。

　情報事業としては平成 29年 2月に山口県医師

会 IT フェアを開催し、ORCA プロジェクトの現
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状と今後について、及び医師資格証・医療等 ID

について講演を行っていただいた。

医事法制

　県医師会が受け付けた事故報告は、平成 25年

度が 24件、26年度が 23件、27年度が 26件で、

28年度は 29件であった。前年度までの過去 10

年間の平均が 26件であり、微増傾向にあると考

えられる。

　県医師会は医療事故調査制度の支援団体となっ

ているが、県内 12 団体の中核として、「山口県

医療事故調査支援団体連絡協議会」等を主催し、

各団体との連携を図ってきた。また、郡市医師会

担当理事と医療事故調査委員との合同連絡協議

会、Ai 研究会を開催し、体制の充実に努めた。

勤務医・女性医師

　地域、診療科による医師の偏在が進行し、特に

45 歳未満の医師不足は深刻であり、山口県の救

急医療、地域医療は崩壊しかけている。こうした

中、勤務医部会は勤務医をめぐる諸問題の解決に

向けての努力を行ってきた。

　県医師会役員と勤務医部会役員等が直接病院に

出向き、勤務医の抱える問題や県内病院に定着す

るための課題等について協議を行う病院勤務医懇

談会を平成 28年度も 2病院で実施した。

　医師の負担軽減に貢献している医師事務作業補

助者については、4年間の取組みを踏まえ、医師

事務作業補助者連絡協議会が実施する研修等に対

して、側面的な支援を行った。

　また、勤務医のネットワーク構築に向け、県内

各病院の医局長メーリングリストの作成や「なん

でもトーク情報交換会」を県内2か所で実施した。

　臨床研修医確保、定着事業として、4か所のレ

ジナビフェアに参加、平成 28 年 4月 8日（金）

に臨床研修医歓迎会、8月 27日（土）、28日（日）

の 2日間にわたり臨床研修医交流会を開催、病

院現地見学会の助成を 9病院に対して実施した。

　男女共同参画部会では勤務医環境問題、育児

支援、女子学生キャリア・デザイン支援、地域連

携、広報、介護支援検討の 6つのワーキンググ

ループによる活動を継続実施してきた。また、平

成 28 年 11 月 5日（日）には山口県医師会引き

受けで日医女性医師支援センター事業中国四国ブ

ロック会議を開催した

医業

　平成29年 4月に予定されていた消費税の10%

への引き上げが平成 31年 10月に延期されたが、

県医師会では控除対象外消費税問題の解決が喫緊

の問題と捉え、情報収集を図るとともに、対応を

検討してきた。また、自民党県連環境福祉部会と

の懇談会で、深刻な医師不足、看護師不足等につ

いて説明を行い、医師・看護師確保対策等につい

ての要望を行った。

　医療廃棄物対策としては、郡市医師会のご協力

を得て、医療機関に退蔵された水銀血圧計等の回

収事業を行った。

　医療従事者確保対策としては、医師会立看護

学院（校）の運営が非常に厳しい状況にあること

を踏まえ、学院（校）を経営している郡市医師会

だけの問題とせずに、県下すべての郡市医師会で

問題を共有して対応していくべきであると考え、

「オール山口」の方針で改善に向けて取り組むこ

ととし、会内にも「医師会立看護学校問題ワーキ

ングチーム」を立ち上げ、協議検討を行った。

法人事業
組織

　平成 28年度の表彰は、医学医術に対する研究

による功労者表彰として山口市の末永和之 先生、

医事・衛生に関しての地域社会に対する功労者表

彰として光市の佃 邦夫 先生、また、長寿会員表

彰として 25名の先生方、役員・代議員・予備代

議員・郡市医師会長通算 10年以上の表彰として

12 名の先生方を表彰した。改めてお祝いを申し

上げる。

　平成 28年 7月から 8月にかけて、医師会長が

交代された８郡市医師会及び大学医師会との懇談

会を実施した。また、河村会長が 5つの郡市医

師会の理事会訪問を行った。平成 29年度も引き

続き、残りの郡市医師会の理事会を訪問する予定

である。

　会員数は第 1号会員が 1,292 名と平成 27年度
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に比べて 15名の減少、第 2号会員は 877 名で 6

名の減少、第 3号会員は 420 名と変わらず、全

体では 2,589 名で 21名の減少となっている。特

に日医会員の減少が非常に著明であるので、本会

としては会員の先生方には日医まで加入していた

だきたいと考えている。

　平成 28 年 5 月 19 日（木）に臨時代議員会、

6月 16日（木）に定例代議員会を開催した。また、

理事会を 25回、常任理事会を 7回開催した。

※詳細については本号 645 ～ 662 頁参照。

議事（議決事項）
議案第 1号　平成 28年度山口県医師会決算の件
香田理事　平成 28 年度の決算額は、当期収入合

計額 4億 8,811 万 9,185 円

で、前期繰越収支差額の 3

億 572 万 9,681 円を合せ

ると収入合計は 7億 9,384

万 8,866円となり対前年比

109％、当期支出合計は 4

億 4,412 万 2,425 円であり、その結果、次期繰

越収支差額は 3億 4,972 万 6,441 円で対前年比

114.3％となった。

  

収入の部

　Ⅰの会費及び入会金収入は2億6,580万4,690

円で予算比 1.2％減となった。会費収入は 2億

5,255 万 4,690 円で予算比 0.6％の減となり、 入

会金収入は 30 人の予算建てに対して 27 人の入

会にとどまった結果、1,325 万円で 11.7％の減

となった。

  Ⅱの補助金等収入について、１の補助金収入は

3,736 万 6,250 円で予算より 6.2％増となった。

主な要因は日医糖尿病対策地域支援助成金等の

予算建てになかったものによる。また、熊本地

震 JMAT 派遣活動支援助成金 100 万円があった。

２の委託費収入の 400 万円ばかりの減額は、県

の委託事業である休日がん検診体制整備支援事

業、山口県医師臨床研修推進センター運営事業等

の実績がなかったためである。

　Ⅲの雑収入について、雑入収入の主なものは

各種保険取扱いの事務手数料になるが、これは各

種保険集金事務費、また、生命保険・グループ保

険事務費を合わせると 2,616 万 9,401 円となり、

全体の 61.4％を占めている。

　Ⅳの特定預金取崩収入は、平成 28年 4月 1日

で 70歳に達した第１号会員への会館運営借入金

の返済のため財政調整積立金を取崩したものと、

役職員の退職積立金を取崩したものである。

　以上で当期収入は4億8,811万9,185円となっ

た。

支出の部

　内容については予算、決算額の差額が大きい

ものを中心に説明する。Ⅰの実施事業総額につい

て、１の生涯教育は、学術講演研修経費減と山口

県医学会誌発行における業者の見直しによる経費

削減による減額である。２の医療・介護保険は、

平成 27年度は医療・介護とも改定がなかったた

め、伝達講習やこれに伴う委員会等の開催が少な

かったための減額である。３の地域医療は、保健

医療計画の推進では地域医療構想策定協議会の開

催数の減、小児救急医療はポスター等、啓発物作

成費の経費減等による減額である。４の地域保健

は、学校保健では小児生活習慣病予防対策の申請

減、印刷費の減額、また、成人・高齢者保健では、

休日平日がん検診の予約がないため開院しなかっ

た医療機関が多かったこと、パンデミックな感染

症もなく、これに伴う対策緊急会議等がなかった

ことによる減額となっている。５の広報・情報は、

ポスター・チラシ等印刷費の節減による減額であ

る。なお、会報印刷費 17％は公益法人移行のた

め法人の印刷費に含まれている。7の勤務医・女

性医師は、勤務医ニュース・名簿の印刷費減によ

り約 300 万円ばかりの減額、山口県医師臨床研

修推進センター運営事業は収入の部で述べたよう

に、年度当初実施計画に比べ事業実績が少なかっ

たため、689 万円余の差となり予算額に対する

支出割合が低くなった。８の医業は、医療従事者

対策では、医師会立看護学校の運営補助金につい

て増額し、予算より 69万円余の増となった。

　Ⅲの法人事業は、ほぼ予算内執行となっている。

１の組織は、郡市医師会並びに関係団体等の連

携強化等に要した経費、昨年山口県が引き受けと
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平成 28年 4月 1日から平成 29年 3月 31日まで

平 成 28 年 度 山 口 県 医 師 会 収 支 計 算 書

（単位：円）
収　入　の　部
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（単位：円）
支　出　の　部
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正　味　財　産　増　減　計　算　書

平成 28年 4月 1日から平成 29年 3月 31日まで

（単位：円）
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なった中国四国医師会連合関係の経費等である。

社会貢献では、熊本地震の被災医療機関等に対す

る支援金、レノファ山口への協賛金を支出させて

いただいた。２の管理費の総額は 2億 4,741 万

1,602 円で、本会を運営するための毎年度経常的

に要する経費であるが、予算内執行となっている。

　Ⅳの借入金返済支出は、平成 28年４月１日で

70歳になられた第１号会員、また、第 1号会員

から第２号・３号に変更された会員及び退会者に

対する会館運営借入金返済支出である。

　Ⅴの特定預金支出は、役職員退職金引当預金支

出である。また、平成 27年度と同様に新公益法

人移行のため遊休財産保有限度額を考慮し、財政

調整積立金・会館改修積立預金支出は 0とした。

　以上、支出合計は 4億 4,412 万 2,425 円、執

行率は 90.3％となった。

　以上で平成 28年度決算についての説明を終わ

る。なお、決算内容及び公益目的支出計画実施報

告書については、公認会計士の点検を経て、監事

の監査をいただいていることを申し添える。何卒

慎重にご審議の上、ご承認いただくようお願い申

し上げる。

監査報告
藤野監事　平成 28年度山口県医師会決算につい
ては、慎重に監査したところ、適正に処理され、

その収支は妥当なものと認める。

　　平成 29年 5月 18日

　　　　　　　　　　監事　藤野　俊夫

　　　　　　　　　　監事　篠原　照男

　　　　　　　　　　監事　岡田　和好

議案第 2号　平成 30 年度山口県医師会会費賦
課徴収の件
香田理事　一般社団法人移行に伴い、公益社団法
人日本医師会の例に倣い、6月定例代議員会でご

審議いただくこととしたところである。なお、い

ずれも平成 29 年 1月 12 日開催の定款等検討委

員会で審議検討していただいている。（※議案第

3号、第 4号についても同様。）

　平成 30年度の会費の賦課については、第１号

会員から第３号会員まで、すべて平成 29年度と

同様となっている。また、日本医師会会費賦課額

については、平成 29 年 6月 25 日開催の第 140

回日本医師会定例代議員会において決定した額と

することになっている。

議案第 3号　平成 30 年度山口県医師会入会金
の件
香田理事　入会金については、平成 29年度と同
様となっている。

議案第 4号　平成 30年度役員等の報酬の件
香田理事　一般社団法人山口県医師会定款第 36
条の規定により、理事及び監事に対して、代議員

会において定める総額の範囲内で、代議員会にお

いて別に定める報酬等の支給の基準に従って算定

した額を報酬等として支給することができるとさ

れており、その額は平成 29年度と同額の 1,202

万円である。

質疑応答
1. 薬剤師会の服薬・健康サポート事業について
赤司和彦 代議員（下関市） 　「かかりつけ薬局」

という考え方が提唱され

て、調剤薬局の機能に 調剤、

服薬指導以外のさまざまな

業務が便宜的に追加されて

いる。この考え方の一環と

して、平成 29 年度、山口

県薬剤師会は山口県より「服薬・健康サポート推

進事業」を受託した。この事業の概要説明による

と、かかりつけ薬局を「健康サポート薬局」とし

て「個人の主体的な健康の保持増進への取組みを

積極的に支援する」とされており、セルフメディ

ケーションに先鞭をつけるものと思われる。この

事業で求められるものは、①ヘルスチェック指導

機器の整備・活用、②医療関係者等で構成する健

康サポート事業検討委員会の設置、③薬局薬剤師

向け人材育成研修の実施、④地域住民に対する健

康サポートに関するセミナーやイベントの開催、

の 4事業であり、特に一番目の事業は、調剤薬

局での検体検査を目的とするものである。

　調剤薬局での検体検査は解禁されているが、行

政が指導する事業の中でこれが推進されると本

来、かかりつけ医の業務であるはずの疾病管理が
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「健康サポート薬局」のレベルでなされることとな

り、セルフメディケーションと自己責任が混同さ

れやすい本邦においては、地域住民にとって疾病

管理の質が担保されないことになりかねない。今

回の委託事業は、パイロットスタディとして下関

地域で実施されることとなり、事業実施にあたっ

ては地域医師会レベルで協議していかなければな

らず、これについて下関市医師会と下関市薬剤師

会で協議し、今回は講習会やセミナー等のアウト

カム方式を貫いて、調査薬局では検体検査を実施

しない、セミナー会場においても検体検査をする

際には下関市医師会の会員の出務を受けてするこ

と、また、2014 年に日医と日薬との合意がある

のでこれに則って行うということで、健康サポー

ト事業については医師会が指導するような形で行

うこととなった。要は、調剤薬局で検体検査、主

にHbA1c、血糖、脂質になると思われるが、実際

にはチェーンドラッグストア協会に加盟している

大きな薬局で、ワンコイン検査といって、HbA1c

と血糖を計れば 500 円というようなことがなされ

ているのが事実である。次の診療報酬改定におい

てリフィル処方箋という考え方が出てくると、糖

尿病や脂質異常症の患者の管理について、医師が

非常にやりにくくなるという現状がある。なぜか

と言えば、リフィル処方箋を持っていて、この処

方箋が半年有効、1年有効となると、医療機関を

受診せずに調剤薬局で検査をして、この処方箋を

使って何度も薬を貰えることになるが、果たして

これでいいのかどうかについて、われわれは考え

ていかなければいけないという意味で今回の質問

をさせていただいた。県医師会の見解を伺いたい。

藤本常任理事　「服薬・健康サポート推進事業」
は、厚労省の補助事業であ

り、今年度は山口県を含む

13県で取り組まれる。

　ご案内のように調剤薬

局等での検体検査は、平

成 26 年 4 月に厚労省から

「検体検査室に関するガイドライン」が示された

が、遵守していない事例が認められたこと等を踏

まえ、同年 12月に日本医師会と日本薬剤師会に

おいて業務の範囲に関する協議が行われ、結果と

して①検査は原則、医療機関で行う、②薬局等で

自己採血検査を行う場合にも検体測定室に関する

ガイドラインを遵守する、③地域住民の健康は、

かかりつけ医を中心に多職種が連携して支えてい

く、などについて合意がされている。

　また、セルフメディケーションの推進につい

ては、医療営利化への懸念があったことから、県

医師会としては平成 27年 6月の日医の臨時代議

員会において質問を行い、「真の健康情報拠点は、

かかりつけ医機能を持つ医療機関であり、重要な

のはセルフケアであって、安易に医薬品を用いる

ようなセルフメディケーションは行わないこと

を、厚労省に主張していく」との回答を日医から

得たところである。

　日薬においても「薬局・薬剤師のための検体測

定室の適正な運用の手引き」を公表しており、検

体検査の実施に関しては、かかりつけ医や地域の

医師会をはじめ、関係機関と十分に連携し、地域

の保健医療体制を踏まえて実施する必要があると

している。

　したがって、県医師会としては、医療機関以外

での検体検査についてはこれらガイドライン及び

合意事項に基づいて実施されるものであり、かか

りつけ医や地域医師会、関係する医療機関等と十

分に連携された上で実施されるべきであると考え

ている。

　最初に懸念のあった「ヘルスチェック指導機器

の整備」については、山口県からは「薬局薬剤師

が地域住民の健康サポートに関するセミナーやイ

ベント等において、健康相談・受診（検診）勧奨

等を行うもの」との説明を受けており、調剤薬局

での検体検査を目的とするものではないと認識し

ている。

　いずれにしても、事業の実施に当たっては、地

元の、今回で言えば下関市医師会、薬剤師会、看

護協会等で構成する「健康サポート事業推進委員

会」が設置されることから、厚労省の「検体検査

室に関するガイドライン」、日医と日薬との合意

事項等に基づき、検体検査の実施場所など十分意

見交換され、関係者間での調整が図られると思わ

れる。今回はそういったことを踏まえ協議をさ

れ、報告のあったように「行わない」となったよ

うである。今後とも下関市医師会のリーダーシッ



平成 29年 8月 山口県医師会報 第 1884 号

642

プに期待したいところであるが、薬局で検体検査

を行って、その結果を持って処方箋の有効期間が

延びることに関しては、検体検査を薬局で行った

場合、薬局が行っていいことは正常値を伝えるこ

とだけであり、検体検査の結果を踏まえて、あな

たは高い、低いというようなことを薬剤師が言う

権限を持っていない。そういったことは医師が行

うべきことであり、その結果を踏まえて判断する

のは医師である。処方箋を書くのも医師であるの

で、このようなことを懸念される必要はないので

はないかと考える。

赤司代議員　日医と日薬との協議について触れら

れたが、実際にワンコイン検査を行っている調剤

薬局は日本チェーンドラッグストア協会に加入し

ているので、日薬とはあまり関係がない。この点

を特に注意しなければいけないということを申し

上げておきたい。

2. 医師会未入会開業医への対応並びに入会勧奨
にあたり地方医師会の意義について
小林元壯 代議員（岩国市）　近年、当会において、

新規開業の一般内科医が

医師会に入会しない事例

が発生した。当会では開業

前に入会を強く勧めたが、

個人的な事情等で入会し

てもらえなかった。さら

に当該医療機関が行政の定期予防接種や特定健診

を受託している件に関し、医師会員より、会員と

しての義務（介護保険認定審査医、学校医、産業

医、休日夜間の救急当番等、各委員会委員や理事

職等）に関しては避け、メリットだけ受けること

は問題ではないのかという疑問の声が上がってい

る。予防接種や特定健診は行政や保険者との個別

契約が可能であり、独占禁止法の点からもこれを

拒むことは不可能である。また、医師賠償責任保

険等も学会を通じて入れるものも多数あり、特に

医師会を通じなければ支障になるものがないこと

も現実だが、こうした事例が蟻の一穴となって医

師会入会を拒む会員が増え、医師会組織の崩壊に

繋がることに危惧を感じている。

　日本医師会並びに地域の医師会は職能団体と

しての研鑚や相互連携が最大の目的であり、「組

織」としての存在は個別の会員に直接的な利益

があるものではないため、入会に際して、こう

した利益・不利益を勘案することは個人の資質に

よるものかとは思われるが、今後、新規開業で医

師会入会を躊躇する者に対し、地元医師会とし

ては、①入会をどのような姿勢で勧奨すべきか、

②医師会の存在意義の再確認、③県下各医師会で

は医師会未入会開業医がどの程度おられるのか、

④こうした会員へはどのように対応しているか、

等について県医師会のご意見を聞かせていただき

たい。未入会の方には説得はするが、上から目線

で言えばますます入らない、へりくだるとろくな

ことがない。県下で問題を抱えておられるところ

があれば教えていただきたい。

林 専務理事　この度、本県の現状を把握する
ために郡市医師会へアン

ケート調査をさせていた

だいた。

　まず、県下各医師会で未

加入開業医がどの程度い

るかという点に関しては、

全県において入会済が 1,002 件、未加入が 17件

であった。未加入の多い順に岩国市 6件、下関

市 5件、山口市 3件、吉南 2件、厚狭郡 1件であっ

た。診療科別では精神科 5件、内科 3件、眼科

2件、リハビリ科 2件、外科、産婦人科、整形外

科、小児科、呼吸器内科が各 1件であった。

　郡市医師会のこうした会員への対応について

は、入会に向けての主な取組み例として、「機会

を捉えてメリットの説明を行うなどして入会を勧

めている」、「出身大学あるいは先輩医師からの働

きかけや行政からも働きかけてもらう」、あるい

は「病院債の負担を “なし” に変更し、入会時の

負担軽減を計っている」などであった。

　次に、入会をどのような姿勢で勧奨すべきかに

ついては、医師会としては短期的及び中長期的な

取組みが必要と思われる。直ちに取り組むことの

一つとして、入会のメリットを説明したツール等

を利用し、加入促進を図ることが有効と言われて

いる。具体的な例としては、医療事故調査制度の

サポート及び院内調査費用の保険や医事紛争対策
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と医師賠償責任保険の手続き、そして個別指導の

立会、あるいは特定健診・特定保健指導、産業医・

学校医等の医師活動賠償責任保険、所得補償保険

等の契約、銀行融資などがある。ご質問にあった

医師賠償責任保険は学会でも加入できるというこ

とについて、この点は事実であるが、県医師会に

おいては医事案件調査専門委員会にて遅滞なく審

議を行うことによって早急に顧問弁護士が介入で

きる。一方、非会員で組織に体制がない場合は、

事案発生後に各自で手続きをしていただく、ある

いはそういった機構、機関が中央にあるために、

なかなか対応が難しいといったこともあるかと思

われる。

　加入のメリットについては、メリットだけでな

く、まずは医師会とのかかわりを持っていただく

中で医師会活動やその存在意義について理解して

いただくことが必要と考えている。県医師会とし

ての中長期的な取組み事例として、医学生の段階

から医師会活動を正しく理解していただく講義の

意義が大きいことから、昨年より河村会長自らが

山口大学の医学生に講義を行っているところであ

る。また、顔と顔を合わせたコミュニケーション

による信頼関係の構築こそが入会を促進するため

には最も効果的であり、地域に根ざした郡市医師

会の活動や加入の意義を粘り強く継続して訴える

主体的かつ積極的な対応が重要と思われる。

　医師会の存在意義の再確認については、ご指摘

のように、医師会は医師としての高い倫理観と使

命感を礎に、医道の高揚、医学及び医術の発達並

びに公衆衛生の向上を図り、もって社会福祉を増

進することを掲げ、学術専門団体としてさまざま

な取組みを行っているところである。主な取組み

を 4つ紹介する。①医師の学術面において、日々

進歩する医学・医療の生涯研修など講習機会の提

供の他、活動面での支援に必要な手続きのサポー

トや情報提供などにより医師会への帰属意識を高

めていく。②地域医療の担い手である医師や医療

機関の経営安定化に向けた財政の確保と税制面へ

の支援に向けて、政府・厚生労働省等への要請や

運動により成果を高めていく。③ 2025 年問題に

象徴される大きな転換期の社会環境変化への対応

に郡市・県医師会が取組み、地域の実情に即した

地域医療構想や地域包括ケアシステムの構築な

ど、安心安全な地域医療提供体制の整備を医師会

が中心となって推進していく。④専門医制度や医

療事故調査制度など、社会と医療を結ぶ新たな制

度の円滑な実施、運営に向けて医師会が中心的な

役割を担い、県民の信頼に応えていく、等がある。

こうした活動や取組みを郡市、県、日医が主体的

かつ連携して進めるとともに、この取組みを通じ

て医師会が負うべき公益的活動の深化を果たして

いくことで医師会の存在意義が更に高まり、地域

の医師が自然と医師会に入会するように促してい

くことは極めて重要であると考えている。

　最後に、横倉会長が常に仰っているように、日

本医師会綱領の理念の下に大同団結し、多様な声

を踏まえた活動を推進することが医師会の大きな

存在理由の一つであることを付け加えて、お答え

とさせていただく。

小林代議員　特に医療事故に対する対応について

は、県医師会にお世話になることで非常に有効か

つスムーズに話が運ぶことは、われわれも経験し

ているところである。その点は改めて訴えたい。

岩国市の特徴として、基幹病院である岩国医療セ

ンターの勤務医が医師会に加入していないことが

目立っている。県下の基幹病院の中で極めて入会

率が低く、それが岩国市の未入会者が多い大きな

原因となっているので、改めて医療センターに対

して入会するよう訴えたい。

採決
　保田議長、採決に入る。議案第 1号について

賛成の議員の挙手を求め、挙手全員により可決、

決定した。続いて議案第 2号、第 3号及び第 4

号について一括して賛成の議員の挙手を求め、挙

手全員により可決、決定した。

閉会挨拶
河村会長　議案 1号から 4号までご承認いただ
き、ありがとうございました。今後も、1年間、

再出発のつもりで頑張りたいと思うので、よろ

しくお願いいたします。また、先日、6月 11 日

に第 100 回山口県医学会総会を開催しましたが、

各郡市医師会にも動員をかけていただいたおかげ

で参加総人数が 1,500 名超と、会場が満席にな
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りました。本当にありがとうございました。この

中で、県医師会の取組みとして、若い世代にどう

いった働きかけをするかという一つのヒントに

なったことがありましたので、今後ますます努力

してまいりたいと思います。本日はありがとうご

ざいました。

閉会宣言
保田議長　以上で第 180 回山口県医師会定例代
議員会を閉会する。代議員各位のご協力に厚くお

礼を申し上げる。

広報委員　堀 　 哲 二

　6月 15 日に開催された第 180 回山口県医師会
定例代議員会を傍聴させていただいた。　
　会議の内容の詳細については本号報告記事を参
照されたい。
　質問は 2題あり、個人的な立場から感想を述べ
たい。
　「服薬・健康サポート推進事業」は厚労省の補
助事業であり、山口県薬剤師会が山口県より委託
された事業である。日薬が主体となる健康推進事
業と考えられるが、日医も積極的な関与が必要で
ある。
　特に、検体検査の件はガイドラインに基づいて
実施されるそうであるが、検体検査の説明は本来、
医師の業務であり健康サポートという名目で関係
医療団体相互の充分な理解が得られない現況で安
易に実施されるべきではない。今回の事業におけ
る検体検査中止は妥当な判断だと考える。
　今回の事業以降、地域住民へ健康推進を目的と
したセミナーやイベントが各地で開催されること
が予想される。
　ところが日医や日薬で把握できない開催、いわ
ゆる健康器具会社や健康食品会社といった資金力
のある営利業者が主催する開催では、健康推進事
業と称した疑似行為が実施されるおそれがあり、
そのような開催が日常化すれば疾患管理が困難に
なる。
　今回は日薬が主体となっているが、事業実施に
あたり将来発生するであろう事態を想定し、関係
医療団体と十分協議の上実施してほしい。
　次に、医師会未入会開業医への対応について質
問があった。
　この問題は山口県だけでなく全国的に問題化し

ており、特に大都市では大きな話題になっている。
今後、山口県でも更に深刻化すると考える。
　一定の期間、複数の病院勤務や郡市医師会を経
験した後に新規開業するのが一般的である。その
ため勤務医時代の郡市医師会との経験は、開業後
の医師会活動にも大きな影響を与える。
　未加入の勤務医が増加し、入会していても郡市
医師会の会合への出席は稀である。多忙な業務や
入会への経済的負担も考えられるが、勤務医の医
師会への関心の低下が主な理由である。つまり医
師会の存在意義の認識と信頼関係の欠如である。
開業時に急に医師会入会を勧めても躊躇したり、
さらに開業を決断した時点ですでに医師会への加
入を全く考えていない新規開業医もみかける。
　したがって、現在未入会の開業医への対応より
も将来の未入会医を増やさない対策が最も効果的
と考える。そのためには医師会全員の協力が必要
である。一つの方策として郡市医師会加入の有無
にかかわらず、将来、新規開業を希望している勤
務医に根気強く医師会存在価値の説明する機会を
設けることである。
　施設長の先生はまず勤務医に入会を勧め、医師
会の会合への出席、運営に協力できる環境整備も
必要であろう。勤務医は会合への参加は重要であ
り、郡市医師会側も入会時の負担軽減や積極的に
交流の場を設定し医師会活動の存在意義を説明し
理解してもらうことが肝要である。
　地域に根ざした郡市医師会への理解や個人的信
頼関係の構築には長い時間や努力が必要である。
　郡市医師会は現時点の問題に対応するだけでな
く、将来への方向性を持った長期的展望が必要で
ある。


